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要求提出！ＪＲ東日本に

●「成績率」適用の「増減率」は１０／１００を限度とすること。

●「期間率」の適用は、妊娠・出産に係る休暇を適用しないこと。

● 私傷病欠勤には緩和措置を講じること。

● コロナ過での業務に対して以下の改善を図ること。

（１）昼夜にわたり日々安全・安定輸送を担っている全社員・エルダー社員に

一律５万円加算して支払うこと。

（２）新型コロナウイルスに感染した社員・エルダー社員の私傷病休暇については、

「期間率」から除外すること。

コロナの長期化、昨年来からの期末手当減額で


